
 

会 議 の 名 称 議 会 運 営 委 員 会 

開 催 月 日 ・ 令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日 

開会時間・午前・午後 ９時５６分 

閉会時間・午前・午後１０時１３分 

出 席 者 
安井 智子  南谷 清司  毛利 廣次  原  一郎 

豊島 保夫  山田 紘治 

欠 席 者  

オブザーバー 議長 糟谷 玲子  副議長 野口 佳宏 

傍 聴 者  花村  隆 

説明のために 

出 席 し た 者 

石黒副市長 橋本総務部長 

堀議会事務局長 藤井議会総務課長  

大下議会総務課課長補佐 中村議会総務課主任 

協 議 事 項 

 

○ 第２回 臨時会について 
○ その他 
 
 

 

 

 



1 

 

 

安井委員長 

 

 

 

 

 

 

副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開会＝午前９時５６分】  
 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。１３日

の臨時会についての協議を行います。本日の委員会に傍聴

の申し出があります。委員長においてこれを許可したいと

思います。よろしくお願いいたします。 

まず、市長提出案件について執行部から説明願います。

副市長よろしくお願いします。 

 

皆さんおはようございます。それでは令和４年５月１３

日開会の第２回羽島市議会臨時会において審議をお願いい

たします付議案件について説明いたします。なお、先般の

全員協議会で報告しましたとおり、今臨時会から議案書を

改め文方式から新旧対照表方式に変更しておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

付議する案件の中、内訳は専決処分の報告２件、専決処

分の報告並びにその承認４件、人事案件１件、令和４年度

補正予算１件、動産の取得１件、以上９件でございます。

それでは、議案書に従いまして順次説明させていただきま

す。 

まず議案書の１ページをお願いいたします。「報第１号 

専決処分の報告について」であります。このことにつきま

しては、令和３年１２月１日午前１時３０分ごろ、羽島市

上中町中５２２番地先において、市道に埋設されている有

蓋防火水槽の蓋が外れている吸管投入孔の上を走行してい

た普通乗用車の右側タイヤが損傷いたしました。これに対

する損害賠償の額を専決処分により定めましたのでご報告

をするものでございます。損害賠償の額は４万８２８０円

で損害賠償の相手方は羽島市在住の個人となります。 

次に２ページをお願いいたします。「報第２号 専決処分

の報告について」であります。このことにつきましては報

第１号と同様の時刻におきまして、市道に埋設されている

有蓋防火水槽の吸管投入孔から外れた蓋に乗り上げた普通

乗用車の左側の車体下部が損傷しました。これに対する損

害賠償の額を専決処分により定めましたのでご報告をする

ものでございます。損害賠償の額は５６万４８２８円で損

害賠償の相手方は羽島市在住の個人となります。 

次に３ページをお願いいたします。「承第３号 専決処分

の報告並びにその承認について」であります。このことに

つきましては、下段の専第２号 羽島市税条例等の一部を改

正する条例について、３月３１日に専決処分いたしました
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ので報告し、承認をお願いするものでございます。地方税

法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、羽

島市税条例等の一部を改正する条例を定めたものでござい

ます。別冊の議案要綱の１ページをお開きください。改正

の内容といたしましては、まず市民税に関することにつき

ましては、住宅借入金等特別控除について、これまで令和

３年度までとなっておりましたのを、令和４年から令和７

年までに住宅を取得し、居住の用に供するものに対して延

長することとしたものでございます。次に固定資産税、都

市計画税に関することにつきましては、わがまち特例を法

改正に合わせて規定するとともに、土地に係る固定資産税

及び都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点

から、令和４年度に限り、商業地に係る課税標準額の上昇

幅を現行の評価額５％を２．５％としたものでございます。

この条例はそれぞれに定める日から施行し、所要の経過規

定を設けるとともに、その他所要の規定の整備を行ったも

のでございます。 

次に議案書３０ページをお願いいたします。「承第４号 

専決処分の報告並びにその承認について」であります。こ

のことにつきましては、下段の専第３号 羽島市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について、３月３１日に専

決処分いたしましたので報告し、承認をお願いするもので

す。地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布された

ことに伴い、羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を定めたものでございます。議案要綱の２ページをお

開きください。改正の内容といたしましては、医療給付費

分に係る課税限度額を６３万円から６５万円に、後期高齢

者支援金分に係る課税限度額を１９万円から２０万円にそ

れぞれ引き上げ、地方税法施行令に定められた限度額とし

たものでございます。この条例は令和４年４月１日から施

行し、所要の経過規定を設けるとともに、その他所要の規

定の整備を行ったものでございます。 

次に議案書の３６ページをお願いいたします。「承第５号

専決処分の報告並びにその承認について」でございます。

このことにつきましては、下段の専第４号 羽島市介護保険

条例の一部を改正する条例について、３月３１日に専決処

分いたしましたので報告し、承認をお願いするものでござ

います。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の

減少が見込まれる場合等において、介護保険料を減免する

措置を延長するため、羽島市介護保険条例の一部を改正し

たものでございます。改正の内容といたしましては、現在
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新型コロナウイルス感染症に伴い、令和２年２月１日から

令和４年３月３１日までの期間に納期限が定められている

介護保険料について減免措置が行われていますが、その適

用期限を延長し、令和５年３月３１日までの期間に納期限

が定められている介護保険料を対象としたものでございま

す。この条例は令和４年４月１日から施行したものでござ

います。 

次に３８ページをお願いいたします。「承第６号 専決処

分の報告並びにその承認について」であります。このこと

につきましては、３９ページの「専第５号 令和３年度羽島

市一般会計補正予算（第２２号）」について、３月３１日に

専決処分いたしましたので報告し、承認をお願いするもの

でございます。歳入歳出予算の総額に９億７２７８万６０

００円を追加し、総額を２９４億２９６０万５０００円と

したものでございます。補正の内容は地方譲与税各種交付

金、寄附金等の歳入額の確定による基金積立金の増額及び

財源振替等でございます。 

次に５８ページをお願いいたします。「議第３２号 羽島

市固定資産評価委員の選任について」であります。このこ

とにつきましては、令和４年４月１日付の人事異動に伴い、

税務課長の清水宏昌さんを固定資産評価委員として選任す

ることについて、地方税法第４０４条第２項の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

次に５９ページをお願いいたします。「議第３３号 令和

４年度羽島市一般会計補正予算（第１号）」についてであり

ます。このことにつきましては、歳入歳出予算の総額に２

億４６３万４０００円を追加し、総額を２２７億４６３万

４０００円とするものでございます。補正の内容といたし

ましては、水路改良事業、ビジネスチャレンジ支援事業、

消防施設改修事業等でございます。財源としましては、国

庫補助金、基金繰入金等を充てるものでございます。 

次に６８ページをお願いいたします。「議第３４号 動産

の取得について」でございます。このことにつきましては、

南部学校給食センターにおいて、食管保管用の蒸気式消毒

保管機を取得したいので、羽島市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、議会の議決をお願いするものでございます。取得の目

的は、現在使用している保管機の老朽化に伴う更新、取得

の方法は指名競争入札、取得の金額は２３１０万円で取得

の相手方は、岐阜市中鶉２丁目１０５番、岐阜アイホー調

理器株式会社でございます。 
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以上、今臨時会において審議をお願いする付議案件の概

略について説明いたしました。なお、人事案件に関する議

案といたしまして、市議会議員の中から選任されます羽島

市監査委員の選任について、臨時会の中で追加提出させて

いただく場合がございますので、よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

ありがとうございます。よろしいですか。 

 

（特になし） 

 

執行部は退出していただいて結構です。ご苦労様でした。 

 

（執行部退席） 

 

次に会期日程等について、局長説明をお願いいたします。 

 

それでは、会期日程等につきまして事務局の方から説明

させていただきます。今臨時会に提案される案件は、先ほ

ど副市長から説明がありましたとおり、専決処分の報告等

についてが６件、人事案件が１件、動産の取得が１件、補

正予算関係が１件、あわせて９件であります。よって、会

期は１日間ということでお願いしたいと思います。 

次に議事の進行につきまして、「新庁舎建設特別委員会の

廃止について」を議長発議として議題としていただき、採

決まで進めていただきます。この案件については４月２７

日の全員協議会で廃止についての了解をいただきました

が、議会の構成に関する案件ですので最初に議題とさせて

いただいております。 

続いて、市長から提出案件の説明、関係部長からの詳細

説明の後、質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、採決

と進めることになりますのでよろしくお願いいたします。 

続いて、正副議長等から辞職願が提出された場合の議事

の進行について説明いたします。まず、辞職願が提出され

た段階で日程に追加し、辞職許可、選挙と進めます。次に

役員人事等についても日程に追加して行います。各常任委

員会、議会運営委員会は令和３年５月１４日に選任、今回

が５月１３日ということで、常任委員の１年という任期満

了前の改選となります。しかし、令和３年改正後の委員会

条例第３条第２項により、任期満了前の改選ができるよう

になりましたので、第４条第３項で準用する議会運営委員
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会についても同様に改選を行います。条例改正後初めての

選任ということになります。今までは任期満了前の選任に

関する条例の規定がなく、所属変更ということで行ってお

りましたが、今後全て選任で行うことになります。議会改

革特別委員会、広報広聴委員会は辞任していただいてから

の選任となります。さらに、監査委員の選任に関する議案

が提出されましたら、日程に追加し、説明を求めたあと、

質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、採決と進めてい

ただきます。 

以上、日程、議事進行について説明させていただきまし

たが、併せてその他事項として２点、閉会中の継続審査の

申し出と委員名簿の議場配付について説明させていただき

ます。まず、閉会中の継続審査の申し出について説明させ

ていただきます。委員会の活動は議会の開会中に限られて

おりますが、例えば委員の派遣や所管事務の調査のための

補助的手段もあり、会議規則第１０５条の委員の派遣は会

期中、会期外を限定しておりません。したがいまして、継

続審査として付される案件は必ずしも議案にある必要はな

く、特定事務調査のようなものも付託できると考えられま

す。よって、各委員会の所管事項について会議規則第１１

０条による閉会中の継続審査に付すことをお願いします。 

次に委員名簿の議場配付についてでありますが、各常任

委員会、議会運営委員会、議会改革特別委員会などの委員

を選任することになりますが、本会議場に配布する名簿は

委員会ごとに委員の氏名を記載した名簿となりますのでよ

ろしくお願いいたします。なお、ごみ処理施設建設特別委

員会、予算決算特別委員会につきましては、現在の正副委

員長、委員の氏名を記載したものを配布しますのでご了承

いただきますようお願いいたします。以上でございます。 

 

会期日程については局長から説明のあった通り進めてよ

ろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

会期は１日間とし、日程については局長の説明のとおり

進めることといたします。 

 

臨時会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に

向けた対応についてというＡ４、１枚の案内の用紙を配付

してございます。この臨時会におきましても、前回の定例
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会同様、このような防止措置をとりたいと思いますが、こ

のようにご案内してよろしいかご協議願います。 

 

今、局長さんと説明されましたけれども、前回と同じよ

うにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（特になし） 

 

これで議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でご

ざいました。 

 

【閉会＝午前１０時１３分】 

 


